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５  健康教育（学校保健）  

 

１ 学校における健康教育の位置づけ 

健康教育を進めるに当たって、その重要性が具体的にどこに示されているかといえば、教育

基本法第１条において、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならな

い。」と明記されている。 

また、学校教育法第 21 条第８項においても「健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣

を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。」と健康教育につ

いて明記されている。 

さらに、学校の教育課程を規定している学習指導要領には、健康教育の目標について、次の

ように示されている。 

例：小学校学習指導要領（平成２９年告示）第１章 総則第１の２（３） 

なお、同様な記述は、中学校、高等学校、特別支援学校の学習指導要領にも記載されている。 

このように、健康教育の目標は、子どもたちが生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送

るための基礎を培うことにある。現在だけでなく、「生涯を通じて」という視点をもつことで、

「将来に役立つ資質や能力を身に付けること」がポイントになる。 

健康教育の内容については、学習指導要領総則から、食育、体力の向上、安全、心身の健康

の保持増進（保健）の４つの内容でとらえることができる。 

 

２ 学校保健の構造 

児童生徒の心身の健康を保持増進するために学校教育の中で行われる活動を総称して学校

保健という。学校保健は、保健教育、保健管理（対人管理・対物管理）及び学校保健に関する

組織活動で構成されている。 

 

 

 

 

 

第１章総則第１の２(３)  

学校における体育・健康に関する指導を、児童の発達の段階を考慮して、学校の教育

活動全体を通じて適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの

実現を目指した教育の充実に努めること。特に、学校における食育の推進並びに体力の

向上に関する指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導について

は、体育科、家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活動及び

総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努め

ること。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生

活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活

力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。 



- 108 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保健教育 

児童生徒が、心身の健康の保持増進に必要な知識や技能を身に付ける活動であり、学校

の教育活動全体を通じて教科等横断的に行う必要がある。 

 

○保健管理 

児童生徒及び教職員の心身の健康に関して、直接本人になされる援助活動及び環境  

を衛生的に整え安全を確保する等、間接的に健康を守る活動である。  

○学校保健に関する組織活動  

学校保健委員会をはじめ、校内組織体制を充実させるとともに、学校・家庭・地  

域の連携を通して学校保健を円滑かつ効果的に推進するための活動である。 

学校保健計画  

（学校保健安全法第５条に基づく）  

保 

健 

教 

育 

保 

健 

管 

理 

組織活動  

対人管理  

対物管理  

学校環境安全・衛生的管

理、学校環境の美化等  

体育・保健体育、関

連教科、総合的な学

習（探究）の時間、

特別活動、個別指

導、日常の学校生活

等  

教職員の組織、協力体制の確立、  

家庭、地域との連携、学校保健委員会
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３ 学校保健の推進にあたって 

○学校保健計画の策定及び改善  

複雑化・深刻化している子どもの現代的な健康課題を解決するためには、各校にお

いて学校保健安全法第５条に基づく学校保健計画を策定し、計画的・組織的な学校保

健に関する活動がなされなければならない。  

学校保健計画は、学校において必要とされる保健に関する具体的な実施計画（児童

生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導に関する事項等）

であり、毎年度、学校の状況や前年度の学校保健の取組状況を踏まえ、改善されるべ

きものである。  

 

○学校保健委員会の設置・開催  

学校保健委員会は、学校における健康に関する課題を協議し、健康づくりを推進す

るための組織であり、保健主事が中心となり、校長、養護教諭・栄養教諭・学校栄養

職員などの教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保護者代表、児童生徒、地域

の保健関係機関の代表などを主な委員とし、運営することとされている。  

学校保健委員会については、昭和 33 年の学校保健法等の施行に伴う文部省の通知

において、学校保健計画に規定すべき事項として位置付けられており、昭和 47 年の保

健体育審議会答申においても「学校保健委員会の設置を促進し、その運営の強化を図

ることが必要である」と提言された。 

また、平成 20 年１月の中央審議会答申では、「学校保健委員会を通じて、学校内

の保健活動の中心として機能するだけでなく、学校、家庭、地域の関係機関などの連

携による効果的な学校保健活動を展開することが可能となることからその活性化を

図っていくことが必要である。（一部抜粋）」等が示された。 

運営にあたっては、保健主事が「計画（P）実施（D）評価（C）改善（A）」のマネ

ジメントサイクルを機能させ、関係者との連絡・調整を図りながら効果的に進めてい

くことが大切となる。 

 

４ 「学校保健計画策定の手引～しまねっ子元気プラン～」について 

本県では、各学校における学校保健に関する組織活動を支援するとともに、学校保健計画

を策定する際の手引となる「学校保健計画策定の手引～しまねっ子元気プラン～」を令和２年

３月に改訂した。（以下「手引」という）「手引」では、「しまね教育魅力化ビジョン」にお

いて「学びを支える基礎体力や基本的生活習慣」が、島根の子どもたちに育成したい力の一つ

に位置づけられたことを踏まえ、「チーム学校」としての健康づくりを進めるための教職員の

役割や県内の子どもの健康課題のさらなる解決に向けた取組の方向性、そして、学校の実態に

応じて健康課題に優先順位をつけて取組を進める必要性を示している。健康課題と主な取組に

ついては、次頁にも記載してあるが、詳細は、各学校に配布されている「手引」を参照してほ

しい。 
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全体【学校保健推進体制の確立】 

   ○学校保健委員会の活性化 

   ○研修の充実 

 

課題 1【心の健康問題への対応】 

○教職員全体で取り組む健康観察・相談体制の充実 

○校内外の連携による支援体制の充実 

 

課題 2【望ましい生活習慣の確立・①睡眠とメディア、②体力の向上】 

①睡眠とメディア 

○望ましい生活習慣の定着 

○専門家との連携の推進 

○学習教材の充実 

②体力の向上 

○運動することの楽しさやスポーツのよさを感じ、運動意欲と体力の向上を図る

取組の継続・充実 

○地域や学校、幼稚園・認定こども園・保育所等と連携した体力向上の取組の継

続・充実 

 

課題 3【食に関する指導の推進】 

○食育の取組の充実(発達の段階に応じた給食指導や各教科、特別活動等での食育 

 の実施) 

○健康を保持するための食生活や個別的な相談指導の工夫 

○校内外の連携のもとで取り組む食育の推進 

 

課題 4【歯と口の健康づくりの推進】 

○歯・口腔の健康診断の意義の共有と支援体制づくりの推進 

○保健教育の工夫と実施  

○学校・家庭・地域の連携 

 

課題 5【性に関する指導の推進】 

○各教科や他の教育活動と関連させた計画的・組織的な指導の継続 

○集団指導とあわせ、専門家との連携等を含めた個別指導の充実 

○家庭・地域等との連携および情報共有の推進 

○性同一性障がい等に対する正しい理解 

 

 

課題 6【喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の推進】 

○家庭、地域、関係機関と連携した喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の推進 

○研修による啓発 

 

健康課題 


